
第２章　航空交通安全施策の現況

第１節　航空交通環境の整備

縡　交通安全施設の整備

　平成17年度は，航空交通の増大や多様化に対処す

るとともに，航空交通の安全の確保を図るため，空

港及び航空保安施設の整備を進めた。平成17年度の

空港及び航空保安施設の整備事業費は3,166億円で

あった。

（1）　航空保安施設の整備

ア　次世代航空保安システム

（ア）　管制施設の整備

　①　航空衛星システム

　洋上空域における航空交通の安全性，効率性及び

航空交通容量の拡大を図るため，衛星を利用した新

たな航空通信・航法・監視システムの整備を推進し

ている。平成17年２月26日に運輸多目的衛星新１号

機（MTSAT-1R）を打ち上げ，運用開始に向けて総

合接続試験を進めた。

　また，平成18年２月18日には運輸多目的衛星新２

号機（MTSAT-2）を打ち上げた。

　また，航空交通の需要増に対応し運航効率の向上

等を図る航空交通管理センターについて，平成17年

10月１日より業務を開始した。

　②　次期管制システム
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第3‐2表 管制施設，保安施設及び通信施設の整備状況

国土交通省管理施設（成田国際空港株式会社，関西国際空港株式会社及び中部国際空港株式会社管理施設を含む。）
（平成18年１月末現在）

注　１　国土交通省資料による
　　２　施設数は，空港に同じ施設が複数あっても1と数える。
　　３　＊印の小松飛行場は，防衛庁の TACANと併用である。

施設名 設置数 区分 設置場所

NDB（無指向性無線標識施設） 46 札幌ほか

VOR（方位情報提供施設） 1 蔵王山田

VOR／DME
　VORと DME（距離情報提供施設）
を組合わせた施設

93 稚内ほか

VORTAC
　VOR と TACAN（極超短波全方向
方位施設）

23 ＊小松ほか

ILS（計器着陸装置） 55 空港用 釧路ほか

ASR／SSR（空港監視レーダー） 23 空港用 仙台ほか

PAR（精測進入レーダー） 2 空港用 大阪国際，那覇

ARSR／SSR（航空路監視レーダー） 16 航空路用 横津岳ほか

ORSR（洋上航空路監視レーダー） 4 航空路用 いわき，八丈，福江，男鹿

ARTS（ターミナルレーダー情報処理
システム）

8 空港用 成田国際，東京国際，中部国際，関西国際，
福岡，宮崎，鹿児島，那覇

ASDE（空港面探知レーダー） 7 空港用 成田国際，東京国際，中部国際，大阪国際，
関西国際，福岡，那覇

通信施設 143 空港対空通信施設 84 東京国際ほか

航空交通管制部対空通信
施設

4 札幌，東京（東久留米），福岡，那覇

遠隔対空通信施設 42 釧路ほか

遠距離対空通信施設 4 仙台，箱根，大島，稲福

短波送受信所 5 友部，坂戸，成田，東京，那覇

マイクロ波中継所 4 筑波，東久留米，蟹ヶ谷，稲福

ATIS 施設（飛行場情報放送業務施設） 20 空港用 成田国際ほか

AEIS 施設（航空路情報提供業務施設） 33 航空路用 横津岳ほか



　羽田再拡張等の空港整備に伴う交通量の増大に対

応し，管制処理能力の向上を図るため，次期管制

卓・次期管制情報処理システム・次期管制レーダー

情報処理システムの整備を進めた。あわせて過密空

域における監視機能を強化する改良型２次レーダー

（SSRモードS）の整備を推進しており，加世田

ARSR（鹿児島県）等３か所で整備を進めた。

イ　現行航空保安システム

　平成18年１月末現在の管制施設，保安施設及び通

信施設の状況は，次のとおりである（第3‐2表）。

（ア）　管制施設の整備

　①　航空路監視レーダー

　航空交通の安全性の向上と空域の有効利用を図る

ため，航空路上の航空機を常時監視することができ

る航空路監視レーダー（ARSR/ORSR）施設網を整

備し，平成17年度末までに釧路等20か所においてそ

の運用を行っている。これにより，我が国の高度１

万5,000フィート（約4,500メートル）以上の主要航

空路を常時レーダー監視できるようになり，安全か

つ円滑な航空交通の確保に寄与している。17年度は

上品山ARSR（宮城県）等２か所の性能向上を行っ

た（第3‐1図）。

　②　空港監視レーダー

　空港周辺を飛行する航空機を常時監視することが

できる空港監視レーダー（ASR）の整備を推進して

おり，函館空港において性能向上を行った。

　③　管制情報処理システム

　航空交通の安全性と管制処理能力の向上を図るた

め，飛行情報管理システム（FDMS），航空路レー

ダー情報処理システム（RDP）及びターミナルレー

ダー情報処理システム（ARTS）の整備を推進して

いるが，FDMS，RDP及びARTSについて計算機等

の性能向上を行った。

　④　遠隔対空通信施設

　航空交通管制部の管制官が管轄区域内を飛行する

航空機と直接交信し，管制承認，管制指示の伝達等

を迅速に行うための遠隔対空通信施設（RCAG）に

ついては，箱根（神奈川県）等８か所において性能

向上を行った。

（イ）　保安施設の整備
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第 3‐1図 航空路監視レーダー配置及び覆域図
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　①　方位・距離情報提供施設

　航空機に高精度の方位及び距離情報を提供する超

短波全方向式無線標識施設／距離測定装置（VOR/

DME）等については，航空交通量の増大に対応す

るため，新北九州空港等２か所において新設整備を

推進したほか，河和（愛知県）において性能向上を

行った。また，航空機に方位情報を提供する無指向

性無線標識（NDB）については，VOR/DMEの性能

向上等により廃止が可能となった木更津（千葉県）

等４か所を撤去した。

　②　計器着陸装置

　航空機に滑走路への適正な進入方向と降下経路を

指示する計器着陸装置（ILS）については，新北九

州空港等３か所において新設整備，青森空港におい

て性能向上を行った。

　③　航空灯火

　航空機の離着陸時における安全性の向上と就航率

の向上を図るための進入灯，滑走路灯等の航空灯火

については，東京国際空港等34か所において精密進

入用灯火，奥尻空港等７か所において夜間着陸用灯

火等の新設整備及び改良を行った。

（ウ）　通信施設の整備

　航空機の運航に必要な多種多様の情報を伝達・処

理するための航空交通情報システムについては，国

内航空交通情報処理中継システム（DTAX）及び国

際航空交通情報処理中継システム（AFTAX）等の

性能向上を行った。

（2）　空港の整備

ア　大都市圏拠点空港等の整備

　平成18年１月末日現在の公共用飛行場は96か所で

あり，17年度には次のような整備を行った。

　成田国際空港については，増大する国際航空需要

に対応するため，2,500メートルの平行滑走路の早

期整備に努めるとともに，第１旅客ターミナルビル

の改修等空港施設の能力増強を行った。

　東京国際空港の沖合展開事業については，第２旅

客ターミナル南側部のエプロン整備等を実施した。

　また，同空港に４本目の新たな滑走路等を整備す

る再拡張事業については，新設滑走路等の実施設

計，環境影響評価手続等を実施するとともに，PFI※

手法を活用した国際線地区整備事業については，事

業者選定手続きを実施した。

　関西国際空港の二期事業については，施設整備を

二本目の滑走路の供用に必要不可欠なものに限定し

て行うこととし，平成17年度は，「限定供用」に必

要な施設整備に着手した。

　一般空港等については，滑走路の延長等として，

継続事業10空港の整備を行ったとともに，新規事業

として石垣空港の2,000メートル化に着手した。こ

のほか，各空港において，空港機能を保持するため

の整備等を行った。

　また，航空輸送サービスの質の向上を図り，観光

立国の実現等に資するため，空港を核とした観光交

流の促進，空港アクセス改善や空港運用の高度化等

既存空港の機能の高度化及び空域・航空路の抜本的

な再編をはじめとする運航効率の向上等を推進する

ための「航空サービス高度化推進事業」を行った。

　首都圏第３空港については，長期的な視野に立っ

て，引き続き検討を行った。

イ　空港安全技術の強化

　国際民間航空機関（ICAO）に定める標準に即し

た滑走路回転パッドの適用性及び滑走路終端安全区

域の改訂に関し，航空機運航の安全に直接かかわる

空港安全技術について検討を行った。

（3）　空港施設の耐震性の強化

　東京国際空港の誘導路の一部を耐震化したほか，

大規模地震発生時に求められる，円滑な緊急救命活

動や緊急物資の輸送，航空ネットワークの維持等に

ついて「地震に強い空港のあり方検討委員会」を開

催し検討した。

縒　航空交通管制に係る空域の整備

　航空法（昭27法231）第95条の３の規定（民間訓

練試験空域において訓練試験飛行を実施する際に
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は，訓練試験等計画の提出義務及び国土交通大臣に

連絡を行った上で，他の航空機の航行に関する情報

を受けることを定め，安全の向上を図る）の制定に

伴い，民間訓練試験空域を告示で指定し，航空交通

管理センターで訓練試験空域使用状況の管理を開始

した。

　また，航空機の垂直間隔を短縮する運航方式

（RVSM運航方式）の導入に際し，国際民間航空機

第２節　航空機の安全な運航の確保

縡　航空従事者の技量の充実等

　航空機操縦士の養成は，独立行政法人航空大学校

のほか，国土交通大臣が指定する指定航空従事者養

成施設及びその他の民間の養成機関によって行われ

ている。

　操縦士の自社養成を実施している航空運送事業者

に対し，操縦士の質を確保するよう指導した。

　航空機乗組員の身体検査を行う国土交通大臣の指

定する医師及び医療機関等に対しては，講習会を通

じ判定基準の統一的な運用を指導するとともに，航

空運送事業者等に対しては，航空機乗組員の日常の

健康管理を十分行うよう指導した。また，航空従事

者等に安全に関する情報を周知徹底させ，安全意識

の高揚を図るよう航空運送事業者を指導した。

縒　航空保安職員の教育の充実

　航空保安大学校は，航空保安要員の研修施設とし

て，航空保安大学校本校（東京都大田区）において

新規採用職員に対する航空保安業務の基礎教育を行

い，岩沼研修センター（宮城県岩沼市）において既

に航空保安業務に従事している職員に専門的な知識

及び高度な技能を習得させるための研修を行ってお

り，著しく変革を続ける航空技術に対応した研修内

容の充実に努めた。

　平成17年度は，老朽化・狭隘化している航空保安

大学校の移転整備（PFI事業）に着手した。また，

岩沼研修センターの研修教材について，研修効果の

向上を図るための性能向上及び機器更新に着手し

た。

関（ICAO）の安全管理指針に基づき，空域の安全

性検証を実施し，国内のRVSMを導入した。

縱　飛行検査の充実

　航空交通の安全を確保するための航空保安施設等

が所定の機能を保持しているかについて，飛行検査

用航空機により検査を行っており，平成17年度は検

査対象施設808局について飛行検査を行った。

縱　航空運送事業者等に対する指導・監督の実施，

航空安全確保体制の強化による需給調整規制廃止

後の安全確保の推進等

　平成17年１月以降，我が国の航空運送事業者にお

いて，ヒューマンエラーや機材不具合に起因する安

全上のトラブルが続発した。特に，日本航空グルー

プでは，貨物機の主脚部品の誤使用，新千歳空港や

韓国・仁川国際空港における管制指示違反等安全上

のトラブルが相次いだことなどから，国土交通省

は，３月17日にトラブルの原因の究明の徹底及び一

斉安全総点検の実施，安全組織体制の見直し，従業

員に対する安全意識の再徹底を内容とする事業改善

命令等を発出した。これに対して，４月14日，日本

航空グループから，一連のトラブルに共通する要

因，背景及びその再発防止策について事業改善命令

発出以降にも発生したトラブルも含めた改善措置の

報告がなされ，国土交通省では，改善措置の実施状

況について確認するため継続的に立入検査を実施し

た。

　また，他の航空運送事業者においても管制指示違

反や誤った高度計の指示に従った飛行が行われるな

ど，安全上のトラブルが発生していることから，こ

れらの我が国の状況にかんがみ，国土交通省では，

抜き打ち立入検査の導入など，航空運送事業者に対

する監視・監督の強化を図り，航空輸送の安全対策

を推進していくこととした。

縟　大型航空機の安全確保に関する対策の強化

　大型航空機を運航する航空運送事業者について
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